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令和８年度「芝田カナヱ・和江基金」児童福祉事業助成 募集要項 

 

１．助成の目的 

（１）目的 

本助成は、故・芝田カナヱ氏および芝田和江氏から、「長田区内の子どもたちの福祉増進のた

めに活用してほしい」とのご遺志に基づき寄贈された資金により設立された基金を活用して、区

内の民間福祉団体などが行う事業を支援するものです。 

この助成を通じて、地域における子どもや家庭を支える活動を促進し、「長田区内のすべての

児童・生徒が幸福に成長できる環境づくり」を推進することを目的としています。 

（２）審査の視点 

本助成では、地域の課題解決に向けた取り組みや、団体の創意工夫・協働の姿勢など、事業の

社会的効果と実現可能性を総合的に考慮します。 

審査の詳細な基準については「８ 選定方法および結果通知」をご参照ください。 

 

２．助成対象事業 

（１）対象となる事業 

  長田区内の子どもたちが安心して成長できる環境づくりを目的として、民間福祉団体等が実

施する事業・活動を対象とします。 

（２）対象事業の例 

① 地域で子どもを見守る居場所づくり（こども食堂は本基金の別助成等を推奨） 

  ② ひとり親家庭や外国にルーツがある家庭などを支える活動 

  ③ 障がいや難病がある子どもとその家庭の支援 

  ④ 引きこもり・非行・不登校などの課題を抱える児童や家庭への相談・支援 

  ⑤ 子育てや親になる不安を地域で支える活動 

（３）対象外の事業 

① 団体内部の親睦や構成員のみを対象とした活動 

② 営利を目的とする事業（ただし、非営利分配の原則に基づき、収益を関係者に分配せず、事

業の実施や地域福祉の推進に充てるものは対象とします） 

 ③ 単発のイベントのみの実施 

 ④ 設備整備または備品購入のみの事業 

⑤ 学術研究を目的とする事業 

 ⑥ 外部委託、または第三者への資金・物品配布を主目的とする事業 

 ⑦ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする事業 

 ⑧ その他、本会が不適当と判断する事業 

 

３．助成対象団体 

（１）対象団体 

長田区内を主な活動拠点とし、児童・生徒やその家族の福祉向上を目的に活動している団体・

地域団体・児童福祉施設とします。 

（２）その他の条件 

① 法人格の有無は問いませんが、１年以上の活動実績が必要です。 

② 反社会的勢力は対象外とします。 
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４．助成対象経費 

（１）対象となる経費 

   助成対象となるのは、助成金申請事業の実施に必要であり、かつその目的に沿って使用され

る経費です。 

 経費の具体的な例については、別紙１「対象となる経費の例」をご参照ください。 

（２）対象外の経費 

① 施設整備費および著しく高額な備品購入費 

② 団体運営経費（職員給与、家賃、光熱水費など） 

③ 公的給付制度でまかなわれる、またはまかなわれる見込みのある経費 

④ 事業の目的と関連しない飲食に要する経費 

⑤ 事業の目的に関係のない記念品や景品等の購入費（ただし、事業の一環として行う交流や体  

験活動に伴う軽微な景品は対象とします） 

⑥ 計画書に記載のない経費や、本会が不要と判断した経費 

 

５．事業の実施期間 

（１）実施期間 

令和８年（2026 年）４月１日以降に開始し、令和９年（2027 年）３月 31 日までに完了 

する事業とします。 

（２）複数年事業 

   複数年にわたる事業や、継続により効果が発揮される事業については、最長３年間まで助成

対象とします。 

 

６．助成額 

（１）助成総額 

令和８年度の助成総額は 180 万円です（助成決定は令和７年度）。 

（２）助成上限額 

 １年目 50 万円 

 ２年目 30 万円 

 ３年目 20 万円 

（３）その他 

① 審査結果により減額や条件付き採択となる場合があります。 

  ② 収入計画には、助成金のほか自己資金（参加費・寄附・事業収益など）も含めてください。 

  ③ 今後の予算状況によっては、上限額を見直す場合があります。 

 

７．応募方法 

（１）応募期間 

令和７年（2025 年）11 月４日（火）～令和８年（2026 年）１月９日（金）必着 

（２）提出書類 

① 助成金申請書（所定の様式） 

  ② 定款または運営規約 

  ③ 役員名簿 

  ④（２年目以降のみ）進捗報告書 

（３）応募上の留意事項 
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  ① 提出書類は返却できません。 

  ② 原則として１団体につき１事業とします。ただし、開催地域や対象者が明確に異なる場合  

は複数申請を認めることがあります。 

③ 審査では、事業の目的・効果・継続性を重視します。申請書には具体的かつ明確に記載して

ください。 

④ 対象人員や実施回数など、内容をできるだけ具体的に記載してください。 

 

８．選定方法及びその結果 

（１）選定方法 

本会が設置する審査委員会（非公開）において書面審査を行い、次の観点から総合的に判断し

ます。 

① 地域に広がり、定着する可能性のある事業（普遍性） 

  ② 団体と地域が一体となって子どもを支える事業（協調性） 

  ③ 民間福祉団体等による独自の創意工夫を活かした事業（独創性） 

  ④ 予算計画 

（２）結果通知 

  審査結果は文書またはデータにて応募団体へ通知します。 

  採択された事業は、本会ホームページにおいて公開します。 

（３）その他 

   審査内容に関するお問い合わせには応じられません。 

また、当初の計画から、費目で概ね 30,000 円以上の変更がある場合は、お申し出ください。 

 

９．事業報告 

（１）報告義務 

   助成事業終了後、自己評価を含めた事業報告書を提出してください。余剰金がある場合は、変

換してください。 

（２）公表 

   本会ホームページ・ＳＮＳにおいて、事業の内容を紹介する場合があります。 

 

10．個人情報の取扱い 

（１）取扱い方針 

   助成申請書に記載された個人情報は、助成事業の実施に必要な範囲で適正に利用します。 

 

11．問い合わせ・提出先 

 （１）提出先 

 〒653-0016 

  神戸市長田区北町３丁目４－３ 長田区役所４階 

  社会福祉法人 神戸市社会福祉協議会 長田区社会福祉協議会 

（２）連絡先 

  TEL：078-579-2311 FAX：078-574-2427 

  E-mail：n-syakyou3@neo.famille.ne.jp 


